
令和元年 №15 

○国立大学法人東京学芸大学の保有する個人情報の保護に関する規程の一部を改正する 

規程 

 

改正理由 

 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律等の一部改正に伴い，所要の 

改正を行うものである。 

 

承認経過 

 令和元年11月13日 教育研究評議会 審議・承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

国立大学法人東京学芸大学の保有する個人情報の保護に関する規程の一部を改正す

る規程を次のように制定する。 

 

  令和元年11月14日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          出 口 利 定 

 

令和元年規程第12号 

   国立大学法人東京学芸大学の保有する個人情報の保護に関する規程の一部を改正 

する規程 

 

 国立大学法人東京学芸大学の保有する個人情報の保護に関する規程（平成17年規程

第７号）の一部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 国立大学法人東京学芸大学の保有する個人情報の保護に関する規程の一部改正について 

 

改正理由：独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律等の一部改正に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

    

   〔省略〕 

 

（欠格事由） 

第６３条 次の各号のいずれかに該当する者は，前条第１項の提案をすることができ

ない。 

 (1) 未成年者 

 (2) 精神の機能の障害により独立行政法人等非識別加工情報をその用に供して行う

事業を適正に行うに当たって必要な認知，判断及び意思疎通を適切に行うことが

できない者 

 (3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

 (4) 禁錮以上の刑に処せられ，又は独立行政法人個人情報保護法，個人情報の保護

に関する法律（平成15年法律第57号）若しくは行政機関の保有する個人情報の保

護に関する法律（平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という

。）の規定により刑に処せられ，その執行を終わり，又は執行を受けることがな

くなった日から起算して２年を経過しない者 

 (5) 第71条の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を解除

され，その解除の日から起算して２年を経過しない者 

 (6) 行政機関個人情報保護法第44条の14の規定により行政機関個人情報保護法第２

条第９項に規定する行政機関非識別加工情報（同条第10項に規定する行政機関非

識別加工情報ファイルを構成するものに限る。）の利用に関する契約を解除され

，その解除の日から起算して２年を経過しない者 

 (7) 法人その他の団体であって，その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者

があるもの 

 

    〔省略〕 

 

第１号様式～第２２号様式 〔省略〕 

 

第２３号様式（第62条第２項関係） 

  〔省略〕 

８ 用紙の大きさ 

  日本産業規格Ａ４サイズとしてください。 

    

    〔省略〕 

 

（欠格事由） 

第６３条 次の各号のいずれかに該当する者は，前条第１項の提案をすることがで 

 きない。 

 (1) 未成年者，成年被後見人又は被保佐人 

 

 

 

 (2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

 (3) 禁錮以上の刑に処せられ，又は独立行政法人個人情報保護法，個人情報の保護

に関する法律（平成15年法律第57号）若しくは行政機関の保有する個人情報の保

護に関する法律（平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という

。）の規定により刑に処せられ，その執行を終わり，又は執行を受けることがな

くなった日から起算して２年を経過しない者 

 (4) 第71条の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を解除

され，その解除の日から起算して２年を経過しない者 

 (5) 行政機関個人情報保護法第44条の14の規定により行政機関個人情報保護法第２

条第９項に規定する行政機関非識別加工情報（同条第10項に規定する行政機関非

識別加工情報ファイルを構成するものに限る。）の利用に関する契約を解除され

，その解除の日から起算して２年を経過しない者 

 (6) 法人その他の団体であって，その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者

があるもの 

 

    〔省略〕 

 

第１号様式～第２２号様式 〔省略〕 

 

第２３号様式（第62条第２項関係） 

  〔省略〕 

８ 用紙の大きさ 

  日本工業規格Ａ４サイズとしてください。 



 

 〔省略〕 

 

第２４号様式（第62条第３項関係） 

  〔省略〕 

３ 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４サイズとしてください。 

 〔省略〕 

 

第２５号様式（第62条第３項関係） 

  〔省略〕 

４ 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４サイズとしてください。 

 

第２６号様式～第２９号様式 〔省略〕 

 

第３０号様式（第65条第３項関係） 

  〔省略〕 

３ 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４サイズとしてください。 

  〔省略〕 

 

第３１号様式（第66条関係） 

  〔省略〕 

４ 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４サイズとしてください。 

 〔省略〕 

 

第３２号様式（第69条第１項関係） 

  〔省略〕 

７ 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４サイズとしてください。 

 〔省略〕 

 

第３３号様式・第３４号様式 〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，令和元年11月14日から施行し，令和元年9月14日から適用する。ただ

し，第２３号様式から第２５号様式及び第３０号様式から第３２号様式に係る改正部

分は，令和元年7月1日から適用する。 

  〔省略〕 

 

第２４号様式（第62条第３項関係） 

  〔省略〕 

３ 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４サイズとしてください。 

 〔省略〕 

 

第２５号様式（第62条第３項関係） 

  〔省略〕 

４ 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４サイズとしてください。 

 

第２６号様式～第２９号様式 〔省略〕 

 

第３０号様式（第65条第３項関係） 

  〔省略〕 

３ 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４サイズとしてください。 

  〔省略〕 

 

第３１号様式（第66条関係） 

  〔省略〕 

４ 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４サイズとしてください。 

〔省略〕 

 

第３２号様式（第69条第１項関係） 

  〔省略〕 

７ 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４サイズとしてください。 

 〔省略〕 

 

第３３号様式・第３４号様式 〔省略〕 

 


